
恒川官衙遺跡群

⑤宮の前・唐沢・共和
地区（約27.3ha）
⇒「地区計画」

H31.2都決

④北条地区（約16.6ha）
⇒「地区計画」

H30検討

③北条・丹保地区（約12.9ha）
⇒「地区計画」
H31.2都決

②国道153号沿道

⇒「準工業地域＋
特別用途地区」

H30.10都決

1

環境基準との調整が
必要（住居系困難）

■リニア駅周辺・近郊の都市計画の見直し

徒歩圏500m

元善光寺公園

市道五郎田線

第２種

住居地域

第２種

住居地域

第１種

住居地域

第１種

住居地域

第１種低層

住居専用地域

第１種低層

住居専用地域

居住エリア居住エリア

※ 地区計画の「居住エリア」と「商工業エリア」

の区域境界や制限内容等については、今後の
代替地整備計画等と更に調整を図っていく。

準工業地域＋

特別用途地区

準工業地域＋

特別用途地区

⑥国道153号沿道
⇒「用途地域」又は
「特定用途制限地域」

H30検討

⑦上記以外⇒「特定用途制限地域」等 H31検討

リニア駅

居住エリア居住エリア

居住エリア居住エリア

商工業エリア商工業エリア

居住エリア居住エリア

商工業エリア商工業エリア

①整備区域（6.5ha）・
重点協議区域（1.3ha）
⇒「近隣商業地域」

H30.10都決
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